
[初回]
生後2ヵ月～7ヵ月に
達するまでの期間

[追加]
初回接種終了後
6ヵ月～18ヵ月に
達するまでの期間

[初回]３回
・20日以上の間隔をおく

標準的には56日までの間隔をおく

[追加]1回
・初回接種終了後６ヵ月以上の間隔
をおく

大和郡山市　子どもの定期予防接種 [実施場所]市内指定医療機関　[接種費用]無料　[持ち物]母子健康手帳、予診票

標準的な接種期間 接種回数 種類 対象

1期
生後６ヵ月～
7歳6ヵ月に
至るまで

[初回]　３歳

[追加]　４歳

[初回]２回
・標準的には6日以上28日までの間
隔をおく

[追加]１回
・初回接種終了後６ヵ月以上の間隔を
おく
標準的にはおおむね1年の間隔をおく

日本脳炎

標準的な接種期間 接種回数

初回接種の開始は、
生後2ヵ月～生後14週
6日まで

ロタウイルス
感染症

1価

5価

種類 対象

生後6週～
生後24週0日に
至るまで

生後6週～
生後32週0日に
至るまで

2回
・2回目は27日以上の間隔をおい
て生後24週までに完了

３回
・2回目、3回目は27日以上の間隔
をおいて生後32週までに完了

1期

2期

 麻しん
 風しん

生後12ヵ月～24ヵ月に至るまで

小学校就学前の1年間
（令和２年4月2日～令和３年4月1日生まれ）

１回
・１歳になったらできるだけ早く接種
する

１回

水痘
生後12ヵ月
～36ヵ月に
至るまで

初回接種は
生後12ヵ月～
15ヵ月に達するまでの
期間

２回
・3ヵ月以上の間隔をおく
標準的には6ヵ月から12ヵ月までの
間隔をおく

９歳 １回

【二種混合】
ジフテリア

破傷風
2期

11歳以上
13歳未満

11歳 １回

中学1年生相当
※キャッチアップ終了

接種開始年齢により、回数が
異なる

B型肝炎

小児の肺炎球菌
感染症

1期

【五種混合】
ジフテリア
百日せき
破傷風

不活化ポリオ
ヒブ（Hib）

BCG

１歳に至るまで
生後２ヵ月～９ヵ月に達
するまでの期間

３回
・1回目と２回目の間隔を27日以
上、１回目と３回目の間隔を139日
以上おいて接種

生後２ヵ月～
５歳に至るまで

初回接種の開始は、
生後２ヵ月～７ヵ月に至
るまで

接種開始年齢により
回数が異なる

生後2ヵ月～
7歳6ヵ月に
至るまで

2期
９歳以上
13歳未満

１歳に至るまで
生後５ヵ月～８ヵ月に達
するまでの期間

１回
ﾋﾄﾊﾟﾋﾟﾛｰﾏｳｲﾙｽ

感染症
（子宮頸がん予防）

小学６年生～
高校１年生相当
の女子

日本脳炎予防接種の特例措置について(接種費用：無料)

平成7年４月2日～平成19年4月1日に生まれた人は、特例措置として20歳未満までに接種ができます。

・１期を３回接種していない人は、不足回数を接種。

・積極的勧奨を差し控えていたために接種を受けなかった人は、母子健康手帳で接種回数を確認してください。

大和郡山市保健センター「さんて郡山」

TEL 0743-58-3333 

次の人は、「さんて郡山」までお問い合わせください

１．市外の医療機関で接種する場合

（接種前の手続きが必要です。詳細は右のQRコードを参照してください）

２．長期にわたり療養を必要とする病気など、特別の事情があることにより

定期予防接種を対象年齢内に受けることができなかった人

市外接種についてはこちら⇒
子どもの予防接種についてはこちら⇒


